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「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
民
の
内
的
精
神
、
精
神
構

造
の
特
徴
は
、
生
命
の
統
一
、
君
臣
が
帰
一
す
る

理
想
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
…
人
民
と
指
導
者
の
統

一
で
あ
る
。
…
こ
れ
こ
そ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
民

の
全
体
主
義
の
思
想
、
統
合
主
義
的
思
想
で
あ
り
、

我
々
独
自
の
政
府
形
態
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で

あ
る
。」「
政
府
は
国
民
議
会
の
権
力
に
依
存
し
な

い
、
不
変
の
権
力
を
保
持
す
る
た
め
に
信
任
を
付

与
さ
れ
、
…
国
家
元
首
は
、
社
会
に
存
在
す
る
す

べ
て
の
思
想
的
潮
流
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
自
然

に
汲
み
取
る
の
で
あ
る
。」（
ス
ポ
モ
『
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
独
立
準
備
調
査
会
・
独
立
準
備
委
員
会
議
事

録
』
よ
り
）

　
「
も
し
、
天
使
が
人
間
を
統
治
す
る
と
い
う
な

ら
ば
、
政
府
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
、

内
部
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
、
抑
制
な
ど
必
要
と
は

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
が
人
間
の
上

に
立
っ
て
政
治
を
行
う
と
い
う
政
府
を
組
織
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
…
ま
ず
政
府
を
し
て
被
治
者
を

抑
制
し
う
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

次
に
政
府
自
体
が
政
府
自
身
を
抑
制
せ
ざ
る
を
え

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
マ
デ
ィ

ソ
ン
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
第
五
一
篇
）

●
一
九
四
五
年
憲
法
の
思
想
と
民
主
化

　

憲
法
と
は
、
国
家
の
統
治
体
制
の
基
本
を
定
め

た
法
の
全
体
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
統
治
体
制

に
重
大
な
変
更
が
生
じ
た
場
合
、
憲
法
は
書
き
改

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
九
八
年
五
月

の
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
辞
任
と
そ
の
後
の
民
主
化
も
、

当
然
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
憲
法
の
改
正
を
迫
っ
た
。

　

改
正
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
独
立
が
宣
せ
ら
れ
た
一
九
四
五
年
八
月
一
七
日

の
翌
日
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
一
九
四
五
年
憲
法

で
あ
る
。
こ
の
憲
法
は
、
一
九
四
九
～
一
九
五
九

年
の
一
〇
年
間
を
除
き
、
国
の
基
本
法
と
し
て
運

用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
歴
史
は
、
ス
カ
ル
ノ
初
代

大
統
領
に
よ
る
「
指
導
さ
れ
る
民
主
主
義
」、
ス

ハ
ル
ト
第
二
代
大
統
領
に
よ
る
「
新
秩
序
体
制
」

と
い
う
二
つ
の
権
威
主
義
体
制
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

つ
ま
り
、
一
九
四
五
年
憲
法
は
、
民
主
化
ま
で
の

約
四
〇
年
間
、
中
央
政
府
に
よ
る
強
権
的
か
つ
集

権
的
な
支
配
体
制
を
法
的
に
支
え
る
役
割
を
果
た

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
四
五
年
憲
法
で
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で

あ
る
国
民
協
議
会
（
Ｍ
Ｐ
Ｒ
）
の
下
に
、
立
法
府

と
し
て
の
国
民
議
会
（
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）、
執
政
府
と
し

て
の
大
統
領
、
司
法
府
と
し
て
の
最
高
裁
判
所
、

お
よ
び
会
計
検
査
院
（
Ｂ
Ｐ
Ｋ
）
と
最
高
諮
問
会

議
（
Ｄ
Ｐ
Ａ
）
が
置
か
れ
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
関

の
最
上
位
に
位
置
す
る
国
民
協
議
会
が
国
家
権
力

を
上
記
五
つ
の
国
家
高
等
機
関
に
分
配
す
る
、
と

い
う
形
式
が
採
ら
れ
て
い
た
（
図
１
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
政
治
運
営
に
お
い
て

は
、
国
民
協
議
会
か
ら
権
力
が
分
配
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
大
統
領
に
強
大
な
権
力
が
集
中
し
た
。

独
立
前
の
二
カ
月
間
に
急
ご
し
ら
え
で
起
草
さ
れ

た
憲
法
は
、
わ
ず
か
三
七
条
か
ら
な
り
、
詳
細
を

後
に
制
定
さ
れ
る
法
律
に
ゆ
だ
ね
て
い
た
点
を
利

用
し
て
、
大
統
領
は
自
ら
を
選
出
す
る
国
民
協
議

会
議
員
を
自
ら
選
ぶ
と
い
う
仕
組
み
を
作
り
上
げ

た
。
憲
法
上
は
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
民
協

議
会
さ
え
、
大
統
領
は
自
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

下
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
大
統
領
の
優
位
性
の
確
立
は
、
ス

カ
ル
ノ
や
ス
ハ
ル
ト
が
憲
法
を
乱
用
し
た
こ
と
だ

け
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

一
九
四
五
年
憲
法
を
起
草
し
た
民
族
主
義
運
動
指

導
者
ら
は
、
当
初
か
ら
国
家
元
首
に
権
力
と
責
任

を
集
中
さ
せ
る
政
治
制
度
を
構
想
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
彼
ら
の
間
で
は
、
国
民
と
一
体
と
な
っ
て

川
村
晃
一

特 集特 集

試
行
錯
誤
を
重
ね
た一九
四
五
年
憲
法
の
改
正

（立法府） （執政府） （司法府）

（報告） （答申・勧告）
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図１　 1945年憲法改正前の統治機構

（出所）筆者作成。
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お
り
、
そ
の
智
で
国
民
を
導
く
こ
と
の
で
き
る
国

家
元
首
に
権
力
を
与
え
る
べ
き
だ
と
の
意
見
が
大

勢
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
三
権
分
立
制
は
明
確
に
拒

否
さ
れ
、
西
欧
民
主
主
義
の
基
礎
で
あ
る
個
人
主

義
、
自
由
主
義
も
否
定
さ
れ
た
。

　

そ
の
上
で
、
当
時
の
民
族
主
義
運
動
家
ら
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
固
有
の
文
化
伝
統
の
な
か
に
土
着

の
社
会
統
合
原
理
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
日
本
軍

政
下
で
設
置
さ
れ
た
独
立
準
備
調
査
会
に
お
い
て

憲
法
起
草
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
ス
ポ
モ
は
、

冒
頭
に
引
用
し
た
発
言
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の

全
体
国
家
論
や
統
合
主
義
思
想
を
参
照
し
つ
つ
、

指
導
者
と
人
民
の
一
体
性
や
国
家
を
家
族
と
見
な

し
て
そ
の
一
体
性
を
強
調
す
る
思
想
こ
そ
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
社
会
の
伝
統
に
最
も
適
う
も
の
だ
と
考
え

た
。
こ
の
よ
う
な
ス
ポ
モ
の
考
え
は
、
一
九
一
〇

年
代
の
民
族
主
義
的
知
識
人
に
よ
る
思
想
的
営
為

を
反
映
し
た
歴
史
的
産
物
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
長
期
に
わ
た
る
権
威
主
義
的
支
配

の
も
た
ら
し
た
弊
害
と
、
世
界
的
な
民
主
化
の
潮

流
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
固
有
の
文
化
や
伝
統
に
基

づ
く
政
治
の
正
統
性
を
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
っ

た
。
民
主
化
後
、
基
本
的
人
権
は
普
遍
的
な
も
の

と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
で
も
受
容
さ
れ
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
制
定
の
中
心
人
物
マ
デ
ィ
ソ

ン
の
唱
え
た
三
権
分
立
の
必
要
性
も
当
然
の
こ
と

と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
受
け
、
一
九
四
五
年
憲
法

は
自
由
民
主
主
義
と
い
う
新
し
い
思
想
に
合
致
す

る
よ
う
刷
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

●
試
行
錯
誤
の
憲
法
改
正

　

一
九
四
五
年
憲
法
の
改
正
作
業
は
、
一
九
九
九

年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
四
次
に
わ
た
り
続
け
ら

れ
た
。
こ
の
一
連
の
憲
法
改
正
に
お
い
て
最
も
議

論
の
焦
点
と
な
っ
た
の
が
、「
権
力
の
分
立
を
ど

の
よ
う
に
規
定
す
る
か
」
と
い
う
国
家
機
構
間
の

権
力
関
係
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

　

第
一
次
、
第
二
次
改
正
で
は
、
大
統
領
に
強
大

な
権
力
を
与
え
た
こ
と
が
権
威
主
義
体
制
の
誕
生

を
招
い
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
大
統
領
の
権
限
を

奪
う
形
で
憲
法
が
改
正
さ
れ
た
。
大
統
領
の
任
期

が
二
期
一
〇
年
に
制
限
さ
れ
、
大
統
領
に
付
与
さ

れ
て
い
た
権
限
に
対
し
て
も
制
限
が
加
え
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
議
会
側
の
相
対
的
な
権
限
が
高
ま
り
、

特
に
国
民
協
議
会
は
真
に
国
権
の
最
高
機
関
と
し

て
の
地
位
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
当
初
、
あ
ま
り
に
大
統
領
の
権
限
ば

か
り
が
制
限
さ
れ
る
方
向
で
改
革
が
進
め
ら
れ
た

た
め
、
政
治
制
度
は
議
会
優
位
の
大
統
領
制
へ
と

移
行
し
、
大
統
領
が
議
会
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
る

と
い
う
事
態
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
反
省

か
ら
、
第
三
次
憲
法
改
正
以
降
は
、
大
統
領
の
正

統
性
を
高
め
、
議
会
が
恣
意
的
に
政
権
の
存
立
を

脅
か
さ
な
い
よ
う
条
文
が
改
正
さ
れ
た
。
大
統
領

の
選
出
方
法
が
、
国
民
に
よ
る
直
接
投
票
に
変
更

さ
れ
た
。
大
統
領
の
罷
免
方
法
に
つ
い
て
も
、
党

派
的
利
害
関
係
だ
け
で
安
易
に
政
権
交
代
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
、
国
民
議
会
の
罷
免
提
案
が
新
設
の

憲
法
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
て
初
め
て
、
国
民
協
議

会
で
の
審
議
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
行
き
過
ぎ
た
権
力
行
使
と
、
構
成
議
員

の
一
部
任
命
制
が
批
判
さ
れ
た
国
民
協
議
会
の
制

度
自
体
も
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
四
次

改
正
で
は
「
国
民
協
議
会
が
全
面
的
に
主
権
を
行

使
す
る
」
と
い
う
条
文
が
削
除
さ
れ
、
国
家
機
関

に
お
け
る
国
民
協
議
会
の
優
越
性
が
否
定
さ
れ
た
。

そ
の
構
成
に
つ
い
て
も
、
地
方
代
表
議
員
を
地
方

代
表
議
会
（
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）
と
い
う
単
独
の
議
院
と
し

て
独
立
さ
せ
、
国
民
議
会
と
あ
わ
せ
て
二
院
制
と

す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
地
方
代
表
議
会
は
、
地

方
自
治
や
中
央
地
方
関
係
に
関
す
る
法
律
案
や
予

算
案
の
国
民
議
会
に
お
け
る
審
議
な
ど
に
参
加
す

る
。
国
民
協
議
会
が
二
院
制
と
な
っ
た
こ
と
に
伴

い
、
任
命
制
で
あ
っ
た
組
織
代
表
議
員
は
廃
止
さ

れ
た
。
今
後
、
立
法
府
の
中
心
的
役
割
を
担
う
国

民
議
会
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
と
第
二
次
改
正
で

権
限
強
化
が
図
ら
れ
た
。

　

司
法
権
に
つ
い
て
も
、
第
三
次
と
第
四
次
改
正

で
権
限
強
化
が
図
ら
れ
た
。
司
法
府
内
部
の
制
度

統
一
が
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
司
法
権
の
独
立

が
確
保
さ
れ
た
。
執
政
府
に
よ
る
恣
意
的
な
裁
判

官
の
任
命
を
防
ぐ
た
め
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
を

任
命
す
る
独
立
の
機
関
と
し
て
司
法
委
員
会
が
設

置
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
憲
法
裁
判
所
が
新
設
さ
れ
、

法
令
審
査
や
国
家
機
関
間
の
権
限
に
関
す
る
訴
訟
、

選
挙
結
果
の
合
法
性
の
判
断
な
ど
、
高
度
に
政
治

的
な
決
定
を
行
う
権
限
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
国
家
最
高
機
関
と
し
て
の
国
民
協

議
会
の
下
に
五
つ
の
国
家
高
等
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ

の
権
力
と
機
能
を
配
分
さ
れ
て
い
た
制
度
か
ら
、

権
力
分
立
主
義
を
全
面
的
に
採
用
し
た
、
よ
り
純
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粋
な
大
統
領
制
へ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
制
度

は
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
。
相
互
に
優
劣
関
係
に

な
い
各
国
家
機
関
が
「
抑
制
と
均
衡
」
の
原
理
を

利
用
し
て
、
特
定
の
権
力
の
絶
対
化
を
防
ぐ
仕
組

み
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
図
２
）。

●
一
九
四
五
年
憲
法
体
制
の
存
続

　

民
主
化
後
四
年
の
間
に
、
一
九
四
五
年
憲
法
は
、

国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
三
権
分
立
を

定
め
る
、
よ
り
近
代
的
な
憲
法
の
体
裁
を
整
え
る

に
至
っ
た
。「
憲
法
改
正
」
と
い
う
形
式
を
採
っ

て
は
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
新
憲
法
制
定
と
ほ
ぼ

同
義
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
全
面
的
に
刷
新
さ
れ
た
。

　

た
だ
し
、
国
民
協
議
会
と
い
う
場
で
の
、
漸
次

的
な
憲
法
改
正
と
い
う
や
り
方
は
、
常
に
批
判
の

対
象
と
な
っ
た
。
憲
法
上
は
国
民
協
議
会
に
憲
法

制
定
権
力
が
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
議
員
の
み
が

憲
法
改
正
を
議
論
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
義
が

出
さ
れ
、
法
専
門
家
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
独
立

の
憲
法
起
草
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
べ
き
と
の
主

張
は
民
主
化
直
後
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
。
国
民
協

議
会
は
、
そ
の
よ
う
な
声
の
高
ま
り
に
渋
々
応
え

る
形
で
、
二
〇
〇
三
年
に
同
協
議
会
の
下
部
組
織

と
し
て
「
憲
法
委
員
会
」
を
設
置
し
た
が
、
そ
の

報
告
書
が
活
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
既
存
の
憲
法
を
数
次
に
分
け
て
改
正
す

る
と
い
う
や
り
方
に
つ
い
て
も
、
憲
法
の
全
体
的

な
統
一
性
を
失
す
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

一
九
四
五
年
憲
法
を
破
棄
し
、
ま
っ
た
く
新
し
い

憲
法
を
制
定
す
べ
き
と
の
声
も
あ
る
。
し
か
し
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
タ
イ
な
ど
他

の
新
興
民
主
主
義
国
と
は
異
な
り
、
新
憲
法
を
制

定
す
る
道
を
選
ば
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も

一
九
四
五
年
憲
法
を
、
そ
の
改
正
作
業
を
通
じ
て
、

新
し
い
民
主
主
義
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

　

な
ぜ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
既
存
の
議
会
組

織
を
通
じ
た
憲
法
改
正
に
よ
る
民
主
化
と
い
う
道

を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

こ
こ
で
は
二
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
の
点
は
、
一
九
九
八
年
の
民
主
化
が

一
九
四
五
年
憲
法
の
手
続
き
に
則
っ
て
進
め
ら
れ

た
こ
と
に
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
が
退
陣
に
追
い
込
ま

れ
る
過
程
で
学
生
を
中
心
と
す
る
大
衆
運
動
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事

実
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
ス
ハ
ル
ト
が
大
統
領
を

辞
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
ハ
ビ
ビ
副
大
統
領
が
昇

格
し
た
権
力
交
替
の
プ
ロ
セ
ス
は
憲
法
の
規
定
ど

お
り
で
あ
っ
た
。
国
軍
や
体
制
内
エ
リ
ー
ト
も
、

民
主
化
運
動
を
徹
底
的
に
弾
圧
す
る
よ
う
な
手
段

は
選
ば
ず
、
政
府
と
市
民
が
真
っ
向
か
ら
衝
突
す

る
こ
と
は
望
ま
な
か
っ
た
。
一
方
、
在
野
の
民
主

化
指
導
者
ら
も
、
超
法
規
的
な
体
制
転
覆
で
は
な

く
、
合
法
的
、
平
和
的
に
政
権
が
交
代
す
る
こ
と

を
受
け
入
れ
た
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お

け
る
民
主
化
は
、
一
九
四
五
年
憲
法
体
制
全
体
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
点
は
、
本
稿
冒
頭
で
議
論
し
た
よ
う
に
、

一
九
四
五
年
憲
法
が
、
独
立
闘
争
期
の
民
族
主
義

運
動
家
ら
に
よ
る
思
想
的
営
為
を
織
り
込
ん
だ

「
歴
史
的
文
書
」
と
い
う
性
格
を
有
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
四
五
年
憲
法
は
、

単
な
る
国
家
の
基
本
法
と
い
う
よ
り
も
、
植
民
地

に
お
け
る
圧
政
の
く
び
き
か
ら
の
解
放
を
記
し
た

文
書
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
家
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

●
さ
ら
な
る
憲
法
改
正
は
あ
る
の
か
？

　

二
〇
〇
二
年
の
第
四
次
改
正
を
も
っ
て
、
ひ
と

ま
ず
民
主
化
の
た
め
の
憲
法
改
正
作
業
は
終
了
し

た
。
し
か
し
、
新
し
い
一
九
四
五
年
憲
法
の
内
容

に
対
し
て
は
、
い
ま
も
不
満
の
声
が
政
府
内
外
か

ら
度
々
表
明
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ユ
ド
ヨ
ノ

大
統
領
は
、
二
〇
〇
四
年
に
史
上
初
め
て
国
民
の

直
接
選
挙
で
選
ば
れ
、
高
い
正
統
性
を
有
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
議
会
で
の
法
案
審
議
や
同

意
人
事
に
阻
ま
れ
て
効
果
的
に
政
策
を
実
行
で
き

な
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
執
政
府
を
強
化
す
る
方

向
で
の
憲
法
改
正
を
望
ん
で
い
る
。
ま
た
、
法
案

の
審
議
権
し
か
持
た
な
い
地
方
代
表
議
会
は
、
立

法
権
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
る
。

　

独
立
の
起
草
機
関
を
設
置
し
て
全
体
的
に
統
一

の
と
れ
た
新
憲
法
を
制
定
す
べ
き
と
の
声
も
依
然

強
い
。
国
民
協
議
会
を
通
じ
た
憲
法
改
正
は
、
議

員
ら
の
党
派
的
・
個
人
的
利
害
に
少
な
か
ら
ず
左

右
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
民
主
化
後
の
憲
法
改
正

プ
ロ
セ
ス
で
は
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
が
望
ま
し
い

の
か
と
い
う
理
念
的
議
論
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

本
稿
冒
頭
に
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
言
葉
で
は
な
く
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
自
身
に
よ
る
言
葉
が
掲
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
か
わ
む
ら　

こ
う
い
ち
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

（立法府） （執政府） （司法府）
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図２　 1945年憲法第４次改正以後の統治機構

（出所）筆者作成。


